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２０２４．12．08 一財教育総研第 8回研究交流集会資料 

 

     学習指導要領改訂と教育現場 

－カリキュラム・オーバーロードを中心に－ 

大森直樹 東京学芸大学 

   

学習指導要領の改訂が近い。いま現行の学習指導要領の問題点を「カリキュラム・オーバーロード」という言葉でと

らえる動きが、現場と文科省（9月 18日有識者検討会の論点整理）の双方ではじまっている。 

この言葉も手がかりにしながら、学習指導要領の問題点と改訂の課題を、教育現場の事実にもとづき整理してみ

たい。その際、学習指導要領と同時に改正される標準時数のあり方に着目したい。いま多くの義務教育諸学校では

小学 4年から中学 3年まで 1日に６時間の授業をしているが、それは子どもの生活に合っているのか。 

報告者は 10年ほど前に学童保育の指導員の言葉に接した。「近頃は子どもたちがなかなか学校から学童に来な

い」「やっと来てもぐったりしている」。そこから標準時数の研究に着手して、見えてきたことを報告したい。 

 

Ⅰ カリキュラム・オーバーロードとは－日本での言及は 2020年頃から 

 

１．論者により語義の説明に違いがあるが以下は共通 

第１、カリキュラム（教育課程と同義）の子どもへの過大な負担を問題にしている。 

第２、2017学習指導要領下の学校をカリキュラム・オーバーロードと判断することが論の前提。 

第３、ある学校の教育課程が、いかなる条件を満たせばカリキュラム・オーバーロードと判断されるのか。まだ明確

な判断基準の説明はない。その点はまだ駆け出しの論。 

 

２．判断基準ないのになぜ 2017学習指導要領下の学校をカリキュラム・オーバーロードと判断？ 

 ２００８学習指導要領（小中）から削除した内容は皆無、追加した内容は多数（道徳教科化、外国語科、思考力・判断

力・表現力等重視）。 誰がどう見ても今の学校はカリキュラム・オーバーロード。判断よりも解消の道筋に重点。 

 

３．論者によりカリキュラム・オーバーロードの解消の道筋は異なっている （大森編著２０２４）参照 

 

著者公表年 

 

誰に影響す

るか 

内容

過多 

時数

過多 

教育課

程基準 

白井２０２0 一般に、カリキュラムにおいて、学校や教師、生徒に過大な負担がかか

っている状態 

学校・教師・

生徒 

   

白井２０２１ 一般に、カリキュラムの内容が過多になっていて、学校や教師、生徒に

過大な負担がかかっている状態 

学校・教師・

生徒 

〇   

奈須２０２１ カリキュラム・オーバーロードとは、授業時数との関係において、教育

内容なり学習活動が過剰になっている状態 

 

〇  △ 

大森２０２４ 国の教育課程基準にもとづき学校が定めた教育課程の時数と内容が

過多になっていて、子どもに過大な負担がかかっている状態 

子ども 〇 〇 〇 
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Ⅱ 教育課程基準とは－本報告の前提 

１．教育課程基準の歴史 

日本の教育課程は、①国が省令と告示で教育課程基準を定めて（１９４７年）、②国がその法的拘束力を主張し（１９

５８年）、それらにもとづき、③学校が定める、という制度下に置かれてきた。 

学校の教育課程をこうした制度下に置くことについては、兼子（１９７８）や海老原（１９８６）ほかよる異論がある。 

 

２．教育課程基準の範囲 

教育課程基準の範囲も明確にしておきたい。ここでは４つを整理したい。 

１つは学校教育法施行規則（省令）５０条が定める教科・領域（中学は７２条）。 

２つは同５１条が定める標準時数（中学は７３条）。 

３つは同５２条にもとづき（中学は７４条）学習指導要領（告示）が別に定める内容基準等である。 

４つは学習指導要領にもとづき通知が別に定める評価方法（指導要録の参考様式）である。 

 １９６１相対評価  →  １９７１相対評価  →  １９８０相対評価＋観点別評価 

 

３．４つを整理した根拠 

まず、学校教育法施行規則５２条には、「小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の

基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする」とある。５２条において、「教育課

程の基準」は、学習指導要領を意味する言葉になっている。 

５２条が、「小学校の教育課程について」は、「この節に定めるもの」と「小学校学習指導要領」の両者に「よるものと

する」と述べていることにも注目したい。「この節に定めるもの」の中には、５０条が教科・領域を定めていること、５１

条が標準時数を定めていることがある。 

こうした条文もふまえて、教育課程基準の範囲を、教科・領域と標準時数にまで広げて用いたい。 

 

４つの教育課程基準 

 

Ⅲ．標準時数の変遷とは ― 教育史研究から 

１．国が標準時数を定めて小学校が授業時数を定める制度は 1968年から（中学は 1969年から） 

週時数の国定 

  国は１８８６省令（小学校ノ学科及其程度）で週時数２７．５。１９４１省令（国民学校令施行規則）で２３～33、1時数

４０分（国民学校高等科は３３～３５、４０分） 

国定の廃止 

 １９４７省令（学校教育法施行規則）により省令で週時数を国定した制度は廃止。 

年最低時数の国定 

１９５８省令により年最低時数の国定へ（小学４５分、中学 50分）。÷35で週時数。特設道徳背景（大森２０１８）。 

  法律（勅令） 省令 告示 通知 備考 

教科・領域  〇    

標準時数  〇    

内容基準等  △ 〇  省令による学習指導要領への委任 

評価方法    〇 告示にもとづく通知 
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  年標準時数の国定 

１９６８省令により年標準時数の国定へ（中学は１９６９省令）。 実施は 197１年度から（中学１９７２年度から）。 

 

標準の解釈の実質的変更 

２００３文科通知（15文科初９２３号）が「教育課程を適切に実施するために必要な指導時間の確保」に関して 2

点を求める（下線は大森）。 

 

ア 各学校においては、学年や学期、月ごと等に授業時数の実績の管理や学習の状況の把握を行うなど、教育課

程の実施状況等について自ら点検及び評価を行い、教育課程を適切に実施するために必要な指導時間を確保

するよう努める必要があること。また、年間の行事予定や各教科の年間指導計画等について、保護者や地域住

民等に対して積極的に情報提供を進める必要があること。 

イ 指導内容の確実な定着を図るため必要がある場合には、指導方法・指導体制の工夫改善を図りながら、学校

教育法施行規則に定める各教科等の年間授業時数の標準を上回る適切な指導時間を確保するよう配慮する

こと。 

 

「ア」が「授業時数の実績の管理」を厳格化し、あわせて、「イ」における「標準を上回る適切な指導時間を確保」の

文言がひとり歩きをして、標準（上回っても下回ってもよい）の解釈の実質的変更が全国で進んだ。 

 

 

２．標準時数の変遷－35の倍数でないもの太字   

 

 

 

 

 

  小学 ５年 国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育 外語 道徳 外活 総合 特活 総時数 

１９６8標準時数 245 140 210 140 70 70 70 105  35    1085 

1977標準時数 210 105 175 105 70 70 70 105  35   70 1015 

1989標準時数 210 105 175 105 70 70 70 105  35   70 1015 

1998標準時数 180 90 150 95 50 50 60 90  35  110 35 945 

2008標準時数  175 100 175 105 50 50 60 90  35 35 70 35 980 

2017標準時数 175 100 175 105 50 50 60 90 70 35  70 35 1015 

  中学 １年 国語 社会 算数 理科 音楽 美術 保体 技家 外語 道徳 選択 総合 特活 総時数 

1969標準時数 175 140 140 140 70 70 125 105  35 140  50 1190 

1977標準時数 175 140 105 105 70 70 105 70  35 105  70 1050 

1989標準時数 175 140 105 105 70 70 105 70  35 105‐

140 

 35‐70 1050 

1998標準時数 140 105 105 105 45 45 90 70 105 35 0‐30 70‐100 35 980 

2008標準時数 140 105 140 105 45 45 105 70 140 35  50 35 1015 

2017標準時数 140 105 140 105 45 45 105 70 140 35  50 35 1015 
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３．文科省は標準時数の変遷をどうとらえているか－文部科学調査室（2023：8）より作成 

 

【小中共通】 

１）全学年の標準時数の合計に着目              →  子どもの日々の生活への影響が見えにくい 

２）１９９８標準時数から 6日制であること言及なし    →   同じ５７８５でも子どもと教職員への影響異なる 

３）標準時数中の特別活動の時数が小さすぎる       →  学校の時数を実際より小さく印象付けてしまう 

【小のみ】 

４）特別活動の時数の補正不十分なまま変遷把握     →  ２００８・２０１７標準時数を小さく見せている 

 

４．標準時数の変遷をとらえるには特別活動の時数の補正が必要 

 

 1968標準時数 １９７７標

準時数 

1989標

準時数 

１９９８標

準時数 

２００８標

準時数 

2017標

準時数 

小学全学年の総標準時数 ５８２１ 5785 ５７８５ ５３６７ ５６４５ ５７８５ 

標準時数中の特活の時数 

（学習指導要領の特活が変わらないのに増減） 

0 ３１４ ３１４ ２０９ ２０９ ２０９ 

文科省による特活の補正 58２1＋３１４＝６１３５      

 1969標準時数 １９７７標

準時数 

1989標

準時数 

１９９８標

準時数 

２００８標

準時数 

2017標

準時数 

中学全学年の標準時数 ３５３５ ３１５０ ３１５０ ２９４０ ３０４５ ３０４５ 

標準時数中の特活の時数 

（学習指導要領の特活が変わり増減） 

１５０ ２１０ １０５－２１

０ 

１０５ １０５ １０５ 

小学６年  
 

総授業時数（特活） 総授業時数 B（特活）① 

一部に＋３５ 
 

週授業時数 B② 

① ÷３５ 

平日 1日時数 

～１９８９は（②－4）÷5日 

１９６８標準時数 1085（０） １１５５（70） 33 ５．８ 

1977標準時数 1015（７０） １０１５（７０） 29 ５ 

1989標準時数 1015（７０） １０１５（７０） 29 ５ 

1998標準時数 945（３５） ９８０（７０） 28 ５．６ 

2008標準時数 980（３５） １０１５（７０） 29 ５．８ 

2017標準時数 1015（３５） １０５０（７０） ３０ ６ 

中学１・２年  
 

総授業時数（特別活動） 総授業時数 B（特別活動）① 

一律に＋３５ 
 

週授業時数 B② 

② ÷３５週 

平日 1日時数 

～１９８９は（②－4）÷5日 

１９６9標準時数 1１９０（５０） １２２５（８５） ３５ ６．２ 

1977標準時数 10５０（７０） １０８５（１０５） ３１ ５．４ 

1989標準時数 10５０（３５－７０） １０８５（１０ 

５） 

３１ ５．４ 

1998標準時数 9８０（３５） １０１５（７０） 2９ ５．８ 

2008標準時数 １０１５（３５） １０５０（７０） ３０ ６ 

2017標準時数 1015（３５） １０５０（７０） ３０ ６ 
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総授業時数 Bは本調査者が考案。 

小学校は、特別活動の内数が各期とも７０となるように追加補正。 

中学校は、まず２０１７標準時数における特別活動の内数が７０となるように３５を補正し、それにあわせて各期と

も３５を追加補正。 

 

５．週授業時数 Bの変遷   

 

（大森編著 2024：28）ほかより作成 

 

総授業時数 Bを３５で割ると週授業時数 Bが求められる。小学６年生の週授業時数 Bを概観してみたい。 

１）１９６８標準時数のとき３３時間。「肥大なカリキュラム」（遠山啓１９６６）を招いたことが、国と現場と研究者の共通

認識。これを「肥大型標準時数」と呼びたい。 

２）１９７７標準時数のとき 4時間減り２９時間になった。これを「第 1次ゆとり標準時数」と呼びたい。 

３）１９８９標準時数のときも２９時間。「第１次ゆとり標準時数」の踏襲。 

４）１９９８標準時数のとき 2８時間。これを一応「第２次ゆとり標準時数」と呼びたい。ただし、１時間しか減らさずに

5日制へ入った。 

５）２００８標準時数のとき２９時間。外国語活動増設による。 

６）２０１７標準時数のとき３０時間。外国語科増設による。 
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数

２
０
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７
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週授業時数Ｂの変遷

小２ 小４ 小６ 中１・２
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６．平日 1日時数の変遷  

 

（大森編著 2024：28）ほかより作成 

 

平日 1日時数も本調査者が考案。１９８９標準時数下の小学の週標準時数 Bは２９時間で、２００８標準時数下の

それも週２９時間であるが、6日制と 5日制(１９９８標準時数～)では子どもへの負担が異なる。そこで、6日制の

週標準時数 Bについては土曜の授業時数 4を引いた値を平日数５で割ることで、5日制の週授業時数 Bについて

はそのまま平日数５で割ることで、それぞれ平日 1日時数を算出。小学６年の平日 1日時数を概観してみたい。 

１）「肥大なカリキュラム」の１９６８標準時数のとき５．８時間だった。「肥大型標準時数」である。 

２）１９７７標準時数のとき 5時間になった。「第１次ゆとり標準時数」である。 

３）１９８９標準時数のときも 5時間。「第１次ゆとり標準時数」が踏襲された。 

４）１９９８標準時数のとき 5.６時間にふえる。この数字が、「第 2次ゆとり標準時数」の実際を把握するため重要。 

５）２００８標準時数のとき５．８時間になった。この数字については、１９６８標準時数のときの５．８時間と同じことを

ふまえ、「肥大型標準時数」の再来と押さえたい。 

６）２０１７標準時数のときも６時間。「肥大型標準時数」がスケールアップして踏襲された。 
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Ⅳ．標準時数の変遷とは ― 子どもにとってどうだったか（小学 2,445人中学 1,654人教員調査） 

１．１９９８と２０１７の標準時数下の教育課程がもっとも低い評価 

 

小学校 ４期経験４８７人の回答    

 

 

中学校 ４期経験２５１人の回答    

 

11

13

52

98

37

74

181

276

168

212

198

83

269

188

55

28

2

0

1

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017標準時数（2020～）

週５日／週28コマ

2008標準時数（2011～19）

週５日／週27コマ

1998標準時数（2002～10）

週５日／週26コマ

1989標準時数（1992～01）

週６日／週27コマ

２-１ 各期の標準時数下は子どもの生活に合っていたか（人）

合っていた やや合っていた やや合っていなかった 合っていなかった 無回答

16

15

24

57

61

58

105

119

106

108

82

53

67

70

40

21

1

0

0

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017標準時数 2021～

週５日／平日1日6時間

2008標準時数 2012～20

週５日／平日1日6時間

1998標準時数 2002～11

週５日／平日1日5.8時間

1989標準時数 1993～01

週６日／平日1日5.4時間

２－１ 各期の標準時数下は子どもの生活に合っていたか（人）

合っていた やや合っていた やや合っていなかった 合っていなかった 無回答
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■小学校の４期経験４８７人の「やや合っていなかった」「合っていなかった」との解答は、２００８標準時数下につい

て８２％、２０１７標準時数下について９０％ 

□小学校教員の声。５期経験。「低学年の５時間、高学年の６時間の多さが子どもたちにゆとりをなくしていると感じ

ます」「1日６時間の授業に苦痛を感じる児童もいます」「６時間が増え、どんどん日々教師児童とも忙しくなり授業

の準備時間や対話時間が減り、1時間の授業を充実させることが難しくなってきた気がします」「放課後に、のんび

りと子どもたちと他愛のない話をして、ゆったり過ごす余裕はない」 

■中学校の４期経験２５１人の「やや合っていなかった」「合っていなかった」との解答は、２００８標準時数下について

７１％、２０１７標準時数下について６９％ 

 

２．時数が過多で子どもの学習も損なっている 

２００８と２０１７の標準時数下では子どもの学習も損なわれてきた。そのように多くの教員が考えていることもわ

かった。 

■小学校の４期経験４８７人の子どもの学習が「やや充実していなかった」「充実していなかった」との回答は、２００８

標準時数下について６６％（３１９人）、２０１７標準時数下について７７％（３７７人） 

□小学校教員の声。４期経験。「６時間目は集中力もなく形だけの学習に」「児童の放課後の時間がほぼなくなった。

昔は欠席して学習が遅れた子や、授業中に理解できなかった子を居残り勉強させることができたが、今は授業が

終わると下校時刻になってしまう」 

■中学校の４期経験２５１人の子どもの学習が「やや充実していなかった」「充実していなかった」との回答は、２００８

標準時数下について５６％（１４１人）、２０１７標準時数下について５８％（１４５人） 

□中学校教員の声。５期経験。「午前４コマ・午後２コマでは昼食が１３時頃になったり部活動の開始時刻が遅くなっ

たりと、よいことがありません」。  

 

３．時数あたりの学習量も増えている 

■小学校 

内容が過多になった教科書  『東京書籍 算数 小学 5年』頁数と標準時数 

 

□小学校教員の声。５期経験。「教師一人当たりの授業時数も多いが、授業時間に収まり切れない内容も押し付けら

れてきたと感じている。それはずっと改善されておらず、教師の工夫に頼ってきた。元々不可能なことを何とか辻褄

を合わせてきた実態を教育政策に携わる方々に知っていただきたい」。３期経験。「時数もそうだが、教えるべき内容

が多くなってきているので、だんだん窮屈になってきた」「させるべきことが多すぎる。こなせる子はいいが、低位の

子はつらそう」「とにかくどんどん終わらせないと時間が足りない」。 

■中学校教員の声。３期経験。「設定された時数に見合った教科書の内容量にしてほしい。数学は、探究心ある授業

も必要なのに、教科書の内容を終わらせることに必死です。数学が好きになる生徒を増やせるような授業をもっと

できる時間的余裕がほしい」「標準時数だけでなく、学習指導要領の改訂に伴う指導内容の増加が、子どもにも教員

にも負担となっている」。 

対応する学習指導要領 学習指導要領の文字数 算数のみ 教科書の頁数 
 

標準時数 標準時数あたり頁数 

１９６8学習指導要領 14,944 ２７２ ２１０ １．３ 

1977学習指導要領 10,227 ２０８ １７５ １．２ 

1989学習指導要領 12,646 ２１２ １７５ １・２ 

1998学習指導要領 11,212 １７４ １５０ １．２ 

200８学習指導要領 13,736 ２８６ １７５ １．６ 

2017学習指導要領 24,683 ３１０ １７５ １．８ 
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４．平日１日時数増が授業準備の時間を少なくしている 

■小学校 
 

 

□教員の声「子どもたちと語らう放課後の時間も無くなった。職員会議の時間さえ生み出せない、放課後の打ち合わ

せもできない。そして、埋められないその時間は、超過勤務となって職員の心と身体の健康まで奪う」 

□「放課後の授業準備の充実」→「授業が充実して子どもが嬉しい」→「教員が仕事にやりがい」という好循環の喪失 

■中学校 

「平日１日の標準時数の増加が影響していると思われる事項」を選んでもらった。４期経験１９０人（７６％）が、「授業

準備をする時間が少なくなった」を選択している。   

 

□中学校 ４期経験２５１人の回答 

 

 

 

５．平日１日時数増と不登校増 

■小学校の教員の声。４期経験。「以前は放課後がゆったりしていたので、児童もリラックスして色々語り合ってい

た。そこで信頼関係も深まり、実は不登校も防げていたのでは・・・と思う」。２期経験者。「不登校傾向の児童たちは、

コロナの影響で行った分散登校や４時間目までの日は、登校することができていた。そのことから、今の子供たちに

とって、６時間がたくさんある標準時数は、しんどいように思える」。 

■中学校 

「平日１日の標準時数の増加が不登校生徒の増加と関係していると思うか」も尋ねた。「どちらかというと関係してい

ると思う」「関係していると思う」との回答は、４期経験３３人（５３％）。４期経験の自由記述。「水曜日が５時間である

が、欠席者が減ることが多いし、ノー部活の日も休みが減る」。      

 

 

８：１５～                       ６時間授業       （休１５）              ～１５：３０ （休３０）～１６：４５ 

                            ７時間１５分                                １時間１５分    
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□中学校 ４期経験２５１人の回答 

 

 

 

Ⅴ．小学と中学の時数ガイドラインの提案 （抄） 

時数の過多は、「国が定めた標準時数それ自体の過多」と「学校における標準時数をこえた時数の積み増し」の総

和により生じており（資料１）、それぞれへの対処が必要である。前者ほかへ対処案が１～５で、後者への対処案が６

～８になる。 

 

標準時数の不合理への対処 

 

１．時数の過多からの見直し（その１） 

教育課程基準についての議論は「内容」から始めるのではなく、子どもの生活と学習に合った「時数」を見きわめる

ことから始める必要がある。おとなの側から、あれも教えたい、これも教えたいと考えるだけでは、内容が過多にな

り、それに応じて時数も過多となり、子どもに無理と我慢を強いることになる。 

【小学校】 授業は１日５時間までに 

１日５時間とすることを提案したい。週２５時間、年８７５時間となる。 

【中学校】 週５日のうち６時間授業は２日までに 

１日５．４時間（週５日のうち６時間授業は２日）とすることを提案したい。週２７時間、年９４５時間となる。 

以上に合わせて内容基準（学習指導要領）と内容量（教科書）を見直す。その理由は以下である。 

・平日１日時数が５時間（小学４～６年）と５．４時間（中学１～２年）だった１９７７と１９８９の標準時数に対して、５期

経験と４期経験の教員の多くが、相対的にプラス評価をしていること。 

12%

25%

31%

22%

10%

２－３ 平日１日の標準時数の増

加が、不登校生徒の増加と関係し

ていると思うか

関係していないと思う

どちらかというと関係していないと思う

どちらかというと関係していると思う

関係していると思う

わからない
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・平日１日時数の増加が授業準備の時間を少なくして、「充実した授業準備」→「充実した授業」→「生徒も授業が楽

しい」→「教員も授業が楽しい」という好循環を損なっていること。 

・地球沸騰化と災害多発下の標準時数という観点も重要。高温多湿の通学や教室でも、子どもに我慢をさせて、毎

日６コマ授業を受けさせる光景が全国化している。これを改める必要がある。 

 

２．時数の過多からの見直し（その２）－中学の 50分授業を 45分に 

中学の標準時数は１単位時間を５０分としているが、これを４５分とすることも提案したい。その理由は以下である。 

・平日１日時数が５．４時間だった１９７７と１９８９の標準時数は、今教員から相対的にプラスに評価されているが、

当時生徒からは次の声もあった。「学校で、やめてほしいこと」は「５０分授業」と「６時間目」（矢定２０１１：２７１）。 

・制度史には４０分の前例もある。現行の中学１・２年に対応する国民学校高等科１・２年においては、「一時ノ授業

時間ハ之を四十分トス」とされて（米田俊彦２００９：２９６）、１９４１～４６年度に実施されていた。 

・１９９４年には「中学校４５分を基本」とする提案が現場の側からあり（北教組学校５日制検討推進委員会１９９４：

４０）、授業の一部を４５分とすることは現在でも広く行われている。本調査の自由記述欄にも１単位時間を４５

分とする提案が多く寄せられた。                                              

 

３．特別活動の時数は 70時間に－児童会・生徒会等の時間をゆたかに 略 

  

４．教科・領域の時数は３５の倍数に－時間割はわかりやすく 

標準時数の中の不合理には、目立たないけれど、無視できないものがある。教科・領域の時数に３５で割り切れな

いものがあると、1枚の時間割で 1年を過ごすことができなくなる。年時数で示される標準時数は３５で割ることで

週時数が求められるからだ。 

□小学校教員の声。５期経験。「週あたりの時数が３５の倍数でなくなったときから、毎週時間割を組む作業が入り、

多忙化の一翼を担っていた」。４期経験。「時間割が毎週同じだった時代は、今よりずっと事務的作業が少なかっ

た。余計な配慮余計な計算余計な作業に時間を取られている」（４７頁４８６）。「子供たちのリズムがあちこち行く

ので、忘れ物などが多くなる」。 

□中学校教員の声。５期経験。「年間を通じて一つの時間割で行えない状態は、負担を増やしている。時間割を複数

回作成しなければならないことは勿論、今週は美術なのか音楽なのか確認したり」「日々の小さな手間の積み重ね

は、小さくない負担」。  

 

５．当事者による自己決定の重要性 

近年の国際法と国内法で大切にされている当事者による自己決定も重要だ。学校の時数や内容に、どれだけ子ど

もと教職員の意見が反映されているのか。当事者を決定から締め出すことが続いていることを改める必要がある。 

 

 

積み増しへの対処－現場に努力を求める前にやるべきこと 

 

６．標準は上回っても下回ってもよいことの再確認 

積み増しを助長する１つ目の要因は、２００３年の文科通知（文科初９２３号）が「授業時数の実績の管理」を厳格化

し、あわせて、「標準を上回る適切な指導時間を確保」の文言をひとり歩きさせて、標準の解釈の実質的変更をもた

らしてきたことだ。必要以上に時数を積み増しする風潮が現場を覆うようになった。                

その弊害を除去するためには、①「実績の管理」を、行政による時数統制ではなく、現場による標準時数制度の検

証のためのものとすること、②制度の基本に立ち返り「標準は上回っても下回っても良い」を再確認して、「標準を上
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回る適切な指導時間を確保」の文言をひとり歩きさせないことが必要。まず国と教育委員会に求めたい。 

 

７．学習内容の削減 

積み増しを助長する２つ目の要因は、学習内容の過多だ。国と教育委員会が求める「時数確保」と合わせて、教科

書を終わらせるための「時数確保」が現場からも求められている。学習内容の増加は、学習指導要領の中に思考力・

判断力・表現力等の文言が多く書き込まれたことに応じたものだ。これらの見直しを、まず中教審に求めたい。 

 

８．全国学力調査を抽出調査に 

積み増しを助長する３つ目の要因は、悉皆調査の全国学力調査が続いており、「時数を減らしたら学力調査の点数

が下がる」という強迫観念が現場を覆っていることだ。全国学力調査の目的は、抽出調査で達成できる。これには誰

も異論をはさめないだろう。国には、学校間・地域間の競争を促す悉皆調査を抽出調査に改めることを求めたい。 

□小学校教員の声。２期経験。「全国学力調査に始まる、各都道府県独自の学力調査への対応に労力が注がれ、「時

数を減らしたら学力調査の点数が下がる」という強迫観念が現場を覆っている」 

 

Ⅵ．カリキュラム・オーバーロード解消の道筋 

２０１７小中学習指導要領は思考力・判断力・表現力等を重視したが、減らした内容基準は皆無だった。カリキュラ

ム・オーバーロード論には論者により違いもあるが、子どもへの過大な負担を問題視し、その解消を必要とする点で

は一致している（1頁）。解消の道筋とは、「子どもの生活と学習に合った（思考等も阻害しない）標準時数を定めて、

その枠内で内容基準を定める」こと。２期経験の言葉。「授業時数の確保のために、夏休みは短縮され、土曜授業が増

え、終業式やテストの日まで授業がある。働き方改革の名の下に子どもたちが発散するはずの行事はカットされ授業

ばかりの毎日」「唯一カットされないのは本来存在しないはずの全国学テのためのプレテストや問題演習の時間」「勉

強や点数、宿題のことばかり先生から言われ、息抜きの行事はなくなっていくのだから不登校の子どもたちが増え

るのは当然であろう」。今、標準時数と学習指導要領の不合理の解消こそが急務ではないか。          
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資料１ 年間総授業時数の実績 中学 全国平均 小学校は（大森編著２０２４）参照 

実績：各教科・道徳・総合的な学習の時間及び特別活動（学級活動のみ）に充てた時数。 

実績 B：文科省が年間総授業時数の実績として公表している値には「生徒会活動・学校行事」に充てた時数が含まれていないのでそれを加えたもの。 

文部科学省（２０１９）、文部科学省（２０２３）より作成 

 

資料２ 特別活動の実績 中学 全国平均 小学校は（大森編著２０２４）参照 

文部科学省（２０１９）、文部科学省（２０２３）より作成 

 

資料３  「学習指導要領の特別活動の内容」と「標準時数の特別活動の時数」 

 

小学４～６年の１学年あたり 

 

中学１～３年の１学年あたり    〇学習指導要領  ◎標準時数 

 

 

                                                                       以上 

   標準時数  

①  

実績 

 

生徒会活動・学校

行事の時数  

実績 B  

②  

積み増し 

③ －① 

2017年度実績全国調査（悉皆） 中 1 １０１５ 10６１.３ ５３．４ 11１４.７ ９９．７ 

2021年度実績全国調査（抽出） 中 2 1015 105８.５ ４４．４ 1１０２.９ ８７．９ 

 標準時数内  

学級活動 

標準時数外 

生徒会活動     学校行事 

計 

2017年度実績全国調査（悉皆） 中 1 ４１．８              １１．９        ４１．５ ９５．２ 

2021年度実績全国調査（抽出） 中 2 ４１．７ １０．４        ３４．０ ８６．１ 

学習指導要領の特活の内容 １９６８標準

時数 

１９７７標準

時数 

１９８９標準

時数 

１９９８標準

時数 

２００８標準

時数 

２０１７標準

時数 

児童会活動       

学級活動（１９６８・１９７７は学級会活動）  35 ３５ ３５ ３５ ３５ 

クラブ活動（4～6年）  35 ３５    

学校行事       

計  0 70 70 ３５ ３５ ３５ 

学習指導要領の特別活動の内容 １９６9標準

時数 

１９７７標準

時数 

１９８９標準

時数 

１９９８標準

時数 

２００８標準

時数 

２０１７標準

時数 

学級活動（１９７７まで学級会活動） 〇◎ 〇◎ 〇◎ 〇◎ 〇◎ 〇◎ 

生徒会活動 〇     〇    〇    〇    〇    〇 

クラブ活動（１９６９・１９７７・１９８９まで） 〇◎ 〇◎ 〇◎    

学校行事    〇    〇    〇    〇    〇    〇 

学級指導（１９６９・１９７７まで） 〇◎ 〇◎     

◎の時数の計  50 70 35‐70 ３５ ３５ ３５ 


